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令 和 ５ 年 11 月 １ 日  

山 形 県 企 業 局  

 

鶴子発電所及び大沢川発電所の売電に係る公募型プロポーザル質問に関する回答書 

 

 

質問事項 内容 回答 

募集要領７（５）に

ついて 

・契約保証金の支払いは、金融機関による銀行保証で問

題ないかご教示お願い致します。また、複数の金融機関に

よる協調保証の場合は、複数枚での保証書提出でも問題

ないかご教示お願い致します。 

・山形県公営企業財務規程第 144 条の規定のいずれか

に該当する場合は問題ありません。また、その規定に

該当する金融機関等によるものであれば、複数枚での

保証書の提出も可能です。なお、山形県公営企業財務

規程については、県ホームページにより御確認いただ

けます。 

https://en3-jg.d1-law.com/yamagata-

ken/d1w_reiki/H353975300011/H353975300011.html 

募集要領７（５）に

ついて 

・保証金は電力の買取容量残量にあわせて１年ごとに

更新可能でしょうか。（例：契約時に買取容量３年分、

契約２年目に買取容量２年分、契約３年目に買取容量

１年分） 

・契約締結時に、契約金額（買取価格×契約期間中の

予定売電電力量（３年間）＋消費税）の 100分の 10に

相当する金額以上を納付いただくこととしております

ので、御質問のような買取容量残量に合わせて更新す

ることは出来ません。 

募集要領７（５）に

ついて 

・契約締結までとのことですが、金融機関への事前相

談が必要であるため、契約締結時期の見込みをご教示

お願い致します。 

・現時点で明確な回答は出来ませんが、令和６年２月

上旬頃になるのではないかと思われます。 

https://en3-jg.d1-law.com/yamagata-ken/d1w_reiki/H353975300011/H353975300011.html
https://en3-jg.d1-law.com/yamagata-ken/d1w_reiki/H353975300011/H353975300011.html
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質問事項 内容 回答 

売電に係る仕様書

４「容量市場の取

扱い」について 

・2024年度対象の容量市場に入札し、落札されている

かご教示お願い致します。 

・本公募の参加資格を有すると通知されたもので、希

望する方に提示させていただきます。 

売電に係る仕様書

４「容量市場の取

扱い」について 

・容量市場の契約内容は、参加資格審査結果通知の直

後に希望すればご提示いただける認識でよろしいでし

ょうか。 

・そのとおりです。 

売電に係る仕様書

４「容量市場の取

扱い」について 

・容量確保契約金を受け取る場合には、経済産業省（資

源エネルギー庁）が制定する「既存契約見直し指針（容

量市場）」によると、「発電事業者が容量市場と相対先

から同一の kW 価値に対して二重の収入を得ることに

なることから、容量市場からの収入分を差し引く形で

取引価格を見直すことが望ましい」との記載がありま

す。本件は既存契約ではありませんが、買取価格の最

低価格を決定するにあたり、kW価値は考慮されている

のかご教示お願い致します。 

・買取価格の最低価格の決定方法についてはお答えで

きません。 

なお、山形県企業局が将来容量市場から受け取る金額

をあらかじめ控除して算定した単価を提示いただいて

構いません。 

売電に係る仕様書 

別表２について 

売電電力量の実績について、鶴子発電所は今年度も含

めて過去４年間 10 月 11 月は完全に発電停止し、その

期間に定期点検等を実施しておりますが、令和６年度

以降は１か月以上継続するような長期の発電停止は計

画されていないという認識でよいでしょうか。 

 

・令和６～８年度の予定売電電力量については、「鶴子

発電所及び大沢川発電所の売電に係る仕様書」の別表

１に記載のとおりですが、同仕様書２（６）に記載の

とおり、河川の流入状況等により停止する場合があり

ます。なお、山形県企業局は、可能な範囲で停止時間

の縮小などに努めます。 
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質問事項 内容 回答 

広域水道及び工業

用水道で使用する

電力需給契約につ

いて 

・本件対象先の現在の電力需給契約の契約先および契

約内容について可能な範囲でご教示お願い致します。 

・現在の契約先は全て東北電力株式会社となってお

り、契約内容は「広域水道及び工業用水道で使用する

電力の仕様書」の別紙１、２に記載のとおりとなって

います。 

広域水道及び工業

用水道で使用する

電力需給契約につ

いて 

・様式７「企業局施設電力供給価格内訳書」はエクセ

ル様式で提出してもよろしいでしょうか？ 

・全ての提出書類について郵送または持参となってお

り、印刷したものでの提出をお願いします。作成につ

いてはエクセルを使用していただいて構いません。 

広域水道及び工業

用水道で使用する

電力需給契約につ

いて 

・低圧電力は、実量契約・主開閉既契約のどちらかご

教示お願い致します。 

・主開閉器契約とします。 

広域水道及び工業

用水道で使用する

電力需給契約につ

いて 

・低圧電灯の電力量料金単価は、東北電力殿のように

３段階式の料金制での提案をさせていただくことは可

能でしょうか。 

・可能です。段階式の場合、その単価構成が分かるよ

うに提案書に記載してください。 

 


